
広報　常陸大宮　　　　平成２３年６月号１２
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　これからの季節、大雨や台風等による水害が心配されま
す。水害から身を守るには、いざという時に備えて日頃か
らの準備が大切です。ラジオ、テレビやインターネットな
どを通じて台風や大雨に関する気象情報を入手しその動向
に注意しましょう。ゲリラ豪雨は、狭い地域に突発的に発
生するため予測が困難です。気象情報に注意し、万全の対
策をとりましょう。

　消防本部救助隊では、定期的に全隊員が一堂に会
し救助部隊合同訓練を実施しています。
　今回は、４月２６日に西消防署会議室で、総務省消
防庁からの福島県への出動要請により、３月と４月
に出動した東日本大震災に伴う緊急消防援助隊の活
動報告会と、特殊災害（��）のプレゼンテーション
を実施し活発な意見交換が行われました。

消防救助隊が

福島県福島県福島県福島県福島県での活動を報告での活動を報告
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　消火栓や防火水槽は、火災等の災害時に欠かすことのできないものです。消防隊にとって絶対に絶や
すことのできない水を供給する重要施設です。もし、火災発生時に消火栓、防火水槽付近に違法な駐車
車両があると障害になり、確実に消火活動の妨げとなります。皆さんのために使用する消防水利です。
「ちょっとだけなら」と駐車して、もし何か起きたら。その時使えなければ意味がありません。皆さん
のご理解とご協力をお願いします。
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�消火栓から５メートル以内の部分
�防火水槽の吸水口もしくは、吸管投入口から５メー
トル以内の部分

�防火水槽の側端または、これらの道路に接する出入
口から５メートル以内の部分

�消防用機械器具置場（消防車の車庫）の側端または、
これらの道路に接する出入口から５メートル以内
の部分

�駐車車両の右側の道路上に３．５メートル以上の余地
が無い場合
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